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問題提起
文化の発展に寄与するのはどちらか❓
現行の著作権法

（著作者第一主義）

第1条（目的）

 この法律は，著作物並びに実演，レコード，放送
及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接
する権利を定め，これらの文化的所産の公正な利
用に留意しつつ，著作者等の権利の保護を図り，
もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

第2条（定義）

 ①この法律において，次の各号に掲げる用語の意
義は，当該各号に定めるところによる。

 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現した
ものであつて，文芸，学術，美術又は音楽の範囲
に属するものをいう。

インターネット時代の著作権法・改正案

（国民の著作利用権第一主義）

第1条（目的）

 この法律は，著作に関して著作者等の投下資本の
公正な回収に留意しつつ，国民が文化的所産を無
償又は有償で自由に利用する権利を有することを
定め，もって文化の発展に寄与することを目的と
する。

第2条（定義）

 ①この法律において，次の各号に掲げる用語の意
義は，当該各号に定めるところによる。

 一 著作 思想又は感情を創作的に表現したも
のであって，文芸，学術，美術又は音楽の範囲に
属するものをいう。
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著作権法の中で最も重要な条文
始めからパブリック・ドメインに帰属する模範的著作とは?

第13条（権利の目的とならない著作物）〔著作権の客体とならない著作〕

次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的〔客体：目的
物〕となることができない。

 一 憲法その他の法令

 二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。）又は地方独立
行政法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項に規定する
地方独立行政法人をいう。以下同じ。）が発する告示、訓令、通達その他これらに類するも
の

 三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる
手続により行われるもの

 四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立
行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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「文化の発展に寄与する」
態様に応じた著作物の分類
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著

作

物

著作権の対象と

ならないもの

法令，判例など（著作権法13条）

（著作者人格権も著作権もない）

著作権が放棄

されたもの

フリーソフトウェア，ウィキペディア，

クリエイティブ・コモンズ（CC）など

著作権が消滅

したもの

古典（名著，名画，名曲など），

文化遺産

一定期間後に著作権が

消滅するもの
通常の著作物

著作権の客体としての著作〔物〕

民法では，「物」とは，有体物をいう（民法85条）。
有体物とは，五感で触知しうる管理可能な「個体，液体，気体」をいう。

無体物とは，五感で触知しえない，有体物以外の管理可能なもの。例えば，
エネルギー，権利などである。

著作権法では，著作権の対象は，「著作物」という無体物である（著
作権法2条）。

著作物とは，「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、
美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」（著作権法第2条1項1号）

つまり，書籍，絵画などから抽出される「創作的表現」という無体物である。
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民法における物の定義の変遷

旧民法財産編 第6条

①物に有体なる有り無体なる有り。

②有体物とは人の感官に触るるものを謂ふ。

即ち地所，建物，動物，器具の如し。

③無体物とは智能のみを以て理会する

ものを謂ふ。即ち左の如し。

 第一 物権及び人権〔債権〕

 第二 著述者，技術者及び発明者の権利

 第三 解散したる会社又は

清算中なる共通に属する財産及び債務の包括

現行民法 第85条

この法律において「物」と
は，有体物をいう。

2018/3/15 KAGAYAMA Shigeru, 2018 7

現行民法第85条の立法理由
（広中俊雄編著『民法修正案〔前三編〕の理由書』有斐閣）

 〔旧民法〕同編〔財産編〕第6条は，物の第一の区別として有体物と無体物との区別を掲げ，且，

之が定義を下したり。

然れども，是亦無益の条文たるのみならず，其定義中には往往穏当ならざる点なしとせず。殊

に無体物を以て物権，人権其他の権利を謂ふものとし，常に物権，人権の目的物たるものとし

たるは，甚だ其当を得ず。

其結果として，債権の所有権なるものを認むるに至りては（取〔財産取得編〕

24，68〔条〕）実に物権の何物たるを知ること能はざらしむ。此の如くんば，

所謂人権なるものは常に物権の目的物に過ぎずして，結局，財産編第1条

及び第2条の原則と撞著〔矛盾〕するに至らん。

本案は，左に掲ぐる如く，法律上，物とは単に有体物のみを指すことに

定めたるに依り，右の条文〔財産編第6条〕は，之を刪除するを至当と認めたり。
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現行民法における
「物」概念（民法85条）の改正の必要性
民法85条（定義）は以下のように改正すべきである。
民法第85条（物の定義）（加賀山・改正案）

 ①物とは，有体物又は無体物をいう。

 一 有体物とは，人が管理することができるもののうち，固体，液体，気体をいう。

 二 無体物とは，人が管理することができるもののうち，有体物でないものをいう。

 ②所有権の目的物は，有体物に限定される。

 民法の立法者が恐れた「債権の所有権」という概念矛盾は生じない。

 ③所有権以外の権利の目的物は，有体物だけでなく，無体物とすることができる。

 現代語化に際して「給付」や「支払」を挿入したが，そのような手段は不要であり，「目的」を「目的
物」と変更するだけで済む。

 債権売買（債権譲渡）の目的物は，「債権」であるといってよい。

 無体物である著作についても，著作物といってよいことになる。
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著作権の主体としての著作者（1/2）

著作者の権利（著作権法17条）

著作者人格権（著作権法18条～20条）

公表権（18条），氏名表示権（19条），同一性保持権（20条）

←民法の人格権へと解消すべきか ?

著作権〔著作財産権〕（著作権法21条～28条）

複製権（21条），上演権及び演奏権（22条），上映権（22条の2），公衆送信権等（23条），

口述権（24条），展示権（25条），頒布権（26条），

譲渡権（26条の2），貸与権（26条の3），

翻訳権，翻案権等（27条），

二次的著作物の利用に関する原著作者の権利（28条）
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著作権の主体としての著作者（2/2）

著作者に「著作者人格権」という特権を与えることに対する批判

インターネット社会においては，すべての人が，著作者となる。

特許権等，著作権以外の知的財産権には，特権としての人格権は与えられていない。

人格権は，万民に平等の民法上の人格権で十分である。

すべての人が簡単に著作物を公表できるインターネット社会において，著作者に民法

における人格権以上の特権を与えることは，もはや正当化できない。

著作権は，公表を通じて人類の文化の発展に寄与するものである（著作権

法1条）。

著作者に，著作物を公表しない権利とか，著作物の利用を差し止める権利を与えること

は，文化の発展を阻害するものであり，著作権の本来の目的に違背する。
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著作権の目的（従来の考え方）
 著作者の権利の独占的・排他的権利の保護

 文化の創造に寄与する著作者を保護することが法の第一義的
目的である。

 著作権の侵害に対しては，著作者に利用の差止，原状回復，
損害賠償，刑罰など，ありとあらゆる救済手段を与えるべきで
ある。

 例外としての著作権の制限

 利用者の以下のような「公正な利用」を条件として，著作権が
制限されることがある。

 私的利用のための複製（30条），図書館等における複等（31条），

 引用（32条，30条の2，30条の3，30条の4），

 教科用図書等への掲載（33条，33条の2），学校教育番組の放送
等（34条），学校その他の教育機関における複製等（35条），試験
問題としての複製等（36条），

 視覚障害者等のための複製等（37条），聴覚障害者等のための複
製等（37条の2），

 営利を目的としない上演等（38条），

 時事問題に関する論説の転載等（39条），政治上の演説等の利用
（40条），時事の事件の報道のための利用（41条）

 裁判手続き，行政手続等における複製（42条，42条の2，42条の3，
42条の4），

 翻訳，翻案等による利用（43条），

 放送事業者等による一時的固定（44条），

 美術の著作物等の現作品の所有者による展示（45条），公開の美
術の著作物等の利用（46条），美術の著作物等の展示に伴う複製
（47条），美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等（47条の
2），

 プログラムの著作物の複製等の所有者による複製等（47条の3），
保守，修理等のための一時的複製（47条の4），送信の障害の防
止のための複製（47条の5），送信可能化された情報の送信元識
別符号の検索等のための複製等（47条の6），情報解析のための
複製等（47条の7），電子計算機における著作物の利用に伴う複製
（47条の8），情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情
報処理のための利用（47条の9）

 原則よりも例外の方が多いのは，そもそもの原則が誤りで
ある可能性が高い。発想（パラダイム）の転換が必要である。
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著作権の目的（新しい独自の考え方）

人類の文化の発展の基盤としての「万人
の著作の自由利用権」

著作物は，最終的には，公共財としてパブ
リック・ドメインに置かれる存在である。

将来的には，すべての人は，すべての著
作について，何の制限もなしに，自由に利
用できる。

現時点においても，このような環境を整え
ることが，文化の発展の基盤となる。

この基盤の下で，人々は先人の英知を利
用しながら，著作を含めて，創造的な活動
を行うことができ，文化の発展が期待でき
る。

一定期間（51条～58条）に限っての「ロイ
ヤリティの支払義務」

権利は義務を伴う。

著作者のかけた費用に報いるため，著作
の利用にはロイヤリティの支払が義務付け
られる。支払いなしの利用は不当利得とな
る。

しかし，著作の利用自体を制限されること
はない。

著作権の制限の規定（30条～50条）は，

実は，万人の著作利用自由の原則の単
なる例示として位置づけられる。
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著作権法1条（目的）の改正私案

著作権法 第1条（目的） （修正私案・加賀山私案）
 ①この法律は，文化的所産である著作について，すべての人の自由な利用を促
進することを通じて，文化の発展に寄与することを目的とする。

 ②この目的を達するため，すべての著作は，公共財とし，すべての人の利用の
自由を保障する。

 ③新たに作成される著作については，著作者等の文化の発展への寄与に留意し，

一定期間に限って，公正な著作権料を強制的に徴収する権利を著作者等に保障
する。

 ④前3項の趣旨に即して，この法律は，著作に関し，著作者等の権利を定めると

ともに，すべての人が著作を自由に利用することを阻害する著作者人格権は，民
法等の人格権に関する一般規定を適用することに留め，この法律からは削除する。
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著作権の内容

著作者の著作権⇔国民の著作（公共財）利用権
現状利用権

複製権(21条），上演権・演奏権（22条），上映権（22条の2），公衆送信権等（23条），口
述権（24条），展示権（25条），頒布権（26条），譲渡権（26条の2），貸与権（26条の3）

改作利用権
翻案権（広義）

翻訳権，編曲権，変形権，脚色権，映画化権，翻案権（狭義）

二次的著作の利用に関する権利
実演権

レコード制作権

公衆送信権（放送権・有線放送権，自動公衆送信権）
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著作権の効果

著作権侵害の効果
私法的効果

差止請求権（112条）

フリーライドに対する不当利得の返還（民法703条，704条）又は損害賠償（114条）

秘密保持命令（114条の6～114条の8）

名誉回復等の措置（115条）

著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置（116条）

罰則（119条～124条）

著作権侵害の効果に対する批判
削除すべきもの：著作権法の目的（第1条）に反する「差止請求権」

創設すべきもの：シプレ―原則に基づく課徴金およびその配分制度
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著作権に類似の権利

出版権（79条～88条）

著作隣接権（89条～100条の5）
実演家の権利(90条の2～95条の3)

レコード製作者の権利（96条～97条の3）

放送事業者の権利（98条～100条）
有線放送事業者の権利（100条の2～100条の5）

2018/3/15 KAGAYAMA Shigeru, 2018 17

著作の利用権の種類
著作権を著作の利用権へと一元化する試み

著作の利用は，すべての人に対して解放される。ただし，利用が有料か，無料
かについては，以下の区別がある。

無料利用…以下の二つの場合がある。

 原始的無料利用

 著作の性質による無料利用…法令，判例等（13条）

 利用者の資格による無料利用…著作者等の自己利用（従来からの著作権者の権利の考え方）（17条）

 利用の態様による無料利用…いわゆる著作権の制限としての私的使用等（30条～50条）

 後発的無料利用

 保護期間経過後の著作の利用（51条～58条）

 著作権の消滅後の著作の利用（62条）

 有料利用…その他のすべての場合
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理想的な著作権法の構造

目的
（著作の公
正な利用に
よる文化の

発展）

著作の公正
な利用

有料利用
投下資本の

回収

無償利用
著作権の

制限

著作の不公
正な利用

フリーライド

著作料の
強制徴収

罰則

2018/3/15 KAGAYAMA Shigeru, 2018 19

著作権制度の再構築（構想）

著作の管理クラウド
（パブリック・ドメイン）

著作者 出版社
著作隣接
権者（3者）

利用者
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結論：著作権法のパラダイム転換
従来の著作権法

著作者・第一主義

著作権の手段と目的
1. 著作を創作した著作

者の保護（原則）

著作権（著作財産権）
の保護

著作者人格権の保護

2. 一般公衆の公正利用
の促進
著作権の制限（例外）

3. 文化の発展

将来の著作権法
著作利用権・第一主義

著作権（著作利用権）の目的と手段

目的

 著作（文化財）の自由な利用による文化の発展

手段

1. すべての著作のパブリック・ドメインへの帰属

2. 著作に対する，公衆の自由な利用権の保障

3. 一定期間に限定した，著作者の公正な利用料の

徴収権の保障，および，著作者人格権の制限
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